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商号の変更、本店所在地の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 22 年５月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、商号の変更、本店所在

地の変更および定款の一部変更について、平成 22年６月 24 日開催予定の第 28期定時株主総会に

付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

(1) 商号変更の理由 

ブランド力強化のための施策の一環として、平成 22 年７月１日から新商号「株式会社

システナ（英文表記：Systena Corporation）」に変更するため、現行定款第１条の変更

を行い、附則第１条をもって効力発生時期を明確にするものであります。 

(2) 本店所在地の変更 

平成 22年４月１日のカテナ株式会社（以下、カテナという。）との合併に伴い、分散し

ていたカテナの拠点の集約および両社の営業部門・管理部門の統合等を目的として平成

22 年４月に新設いたしました本社機能の所在地である東京都港区に、登記上の本店の

移転をするため、現行定款第３条（本店の所在地）を変更するものであります。また、

本変更は平成 22年７月 31日までに開催される当社取締役会において決議する本店移転

日をもって効力が生じるものとし、附則第２条にその旨の規定を設けるものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 22年６月 24日（予定） 

定款変更の効力発生日      平成 22年７月 １日（予定） 

（ただし、変更後の定款第３条は、平成 22 年７月 31 日までに開催される当社取締役会にお

いて決議する本店移転日をもって効力が発生いたします。） 
 

以上 
 
 
 
 

 



【別紙】 

（下線部は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、シスプロカテナ株式会社と称

し、英文では、ＳｙｓｐｒｏＣａｔｅｎａ Ｃｏ

ｒｐｏｒａｔｉｏｎと表示する。 

 

第２条     （条文省略） 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。 

 

第４条 

 ～       （条文省略） 

第38条 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社システナと称し、英

文では、Ｓｙｓｔｅｎａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ

ｎと表示する。 

 

第２条     （現行どおり） 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

第４条 

 ～       （現行どおり） 

第38条 

 

附則 

第１条 第１条（商号）の変更は、平成22年７月

１日に効力を発生する。なお、本条は、当該効

力発生日をもって、これを削除する。 

第２条 第３条（本店の所在地）の変更は、平成

22年７月31日までに開催される取締役会におい

て決定する本店移転日をもって効力を発生する

ものとする。なお、本条は、当該効力発生日を

もって、これを削除する。 

以上 
 


